
厚
生

労
働

省
の

「
分

析
」
の

課
題

（
例

）
地

方
六

団
体

の
考

え

法 令 上 の 規 定

「
法

令
上

の
規

定
」
な
し
と
し
て
い
る
も
の

(例
）

○
保

育
所

（
公

立
・
私

立
）
の

職
員

加
配

・

人
件

費
の

上
乗

せ
・
保

育
料

軽
減

○
乳
幼
児
医
療
費
助
成

○
国
民
健
康
保
険
の
一
般
会
計

繰
入

れ

○
市

町
村

が
、
児

童
福

祉
法

で
義

務
づ
け
ら
れ

た
保

育
の

実
施

責
任

を
果

た
す
際

、
国

の

制
度

に
基

づ
い
た
給

付
で
は

保
育

の
実

施
に
支

障
が

生
じ
る
た
め
に
実

施
し
て
い
る
も
の

で
あ
り
、
現

行
制

度
上

必
要

不
可

欠
。

○
地

方
が

、
医

療
保

険
に
お
け
る
乳

幼
児

（
就

学
前

）
の

自
己

負
担

（
２
割

）
が

高
齢

者
（
１

割
）
と
比

較
し
て
バ

ラ
ン
ス
を
欠

く
た
め
、
少

子
化

社
会

対
策

基
本

法
の

規
定

に
基

づ
き
全

国
的

に
実

施
し
て
い
る
も
の

で
あ
り
、
現

行
制

度
上

必
要

不
可

欠
。

○
市

町
村

が
、
国

民
健

康
保

険
法

で
義

務
づ
け
ら
れ

た
国

民
健

康
保

険
の

運
営

を
行

う
際

、

そ
の

構
造

的
問

題
（
高

齢
者

や
低

所
得

者
が

多
い
）
の

た
め
、
多

額
の

負
担

に
よ
り
制

度
を

維
持

せ
ざ
る
を
え
な
い
も
の

で
あ
り
、
現

行
制

度
上

必
要

不
可

欠
。

給 付

「
給

付
」
に
該

当
し
な
い
と
し
て
い
る
も
の

（
例

）

○
公
立
病
院
等
の
保
険
収
入
外

の
繰

入

○
保
健
所
、
保
健
セ
ン
タ
ー

○
地

方
が

、
地

方
公

営
企

業
法

に
基

づ
き
、
地

域
医

療
の

維
持

の
た
め
に
負

担
し
て
お
り
、

地
方

が
提

供
す
る
医

療
（
現

物
）
と
し
て
「
給

付
」
に
該

当
。

○
保

健
師

の
人

件
費

は
、
地

方
が

提
供

す
る
健

康
指

導
等

（
現

物
）
と
し
て
「
給

付
」
に
該

当

（
保

育
士

、
児

童
福

祉
司

等
サ

ー
ビ
ス
提

供
に
従

事
す
る
職

員
の

人
件

費
も
同

様
）
。

社 会 保 障

「
社

会
保

障
」
に
該

当
し
な
い
と
し
て
い
る
も

の
（
例

）

○
準

要
保

護
児

童
生

徒
援

助
・
給

食
援

助

○
児

童
生

徒
に
対

す
る
給

付
で
あ
り
、
幼

稚
園

関
係

費
と
同

様
、
「
社

会
保

障
」
に
該

当

（
幼

稚
園

関
係

費
は

、
厚

生
労

働
省

の
「
分

析
」
で
も
社

会
保

障
と
位

置
づ
け
）
。

厚
生
労
働
省
に
よ
る
地
方
単
独
事
業
の
分
析
の
課
題

厚
生

労
働

省
の

「
総

務
省

調
査

に
よ
る
「
社

会
保

障
関

係
の

地
方

単
独

事
業

」
の

分
析

」
（
未

定
稿

）
は

、
具

体
的

な
事

業
の

あ
て
は

め

等
に
つ
い
て
課
題
が
あ
り
、
今
後
の
協
議
を
通

じ
て
解

決
さ
れ

る
必

要
が

あ
る
。
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